
- 31 -

『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

䢣

至

誠

心

の

訓

点

を

中

心

に

䢣

藤

末

光

紹

は

じ

め

に

「

十

八

条

法

語

」

は

『

西

方

指

南

抄

』

（

以

下

『

指

南

抄

』

）

中

本

に

収

録

さ

れ

る

法

然

聖

人

（

以

下

法

然

）

の

法

語

で

あ

る

。

『

指

南

抄

』

は

親

鸞

聖

人

（

以

下

宗

祖

）

の

康

元

元

年

（

一

二

五

六

）

八

十

四

歳

の

真

筆

が

残

る

が

、

編

集

・

転

写

の

両

説

が

あ

り

成

立

年

に

は

未

だ

明

確

な

見

解

が

出

て

い

な

い

。

最

古

群

の

法

然

法

語

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

浄

土

宗

に

て

は

宗

祖

の

筆

ゆ

え

に

疑

義

を

出

さ

れ

、

真

宗

に

お

い

て

も

宗

祖

義

と

全

同

で

な

い

と

し

て

聖

教

と

さ

れ

ざ

る

歴

史

が

あ

り

、

詳

細

な

研

究

が

十

全

で

な

い

。

ま

た

各

法

語

を

個

々

別

々

に

論

じ

た

論

文

が

殆

ど

で

あ

り

、

未

だ

全

体

を

俯

瞰

し

た

体

系

的

な

研

究

が

な

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

い

。

た

だ

し

令

和

五

年

（

二

〇

二

三

）

に

武

田

一

真

氏

の

安

居

講

本

が

上

梓

さ

れ

た

。

本

稿

は

武

田

氏

と

の

共

同

勉

強

会

に

お

け

る

論

者

提

出

の

研

究

を

(1)

元

に

し

て

お

り

、

そ

の

一

部

は

講

本

に

反

映

さ

れ

た

が

、

本

稿

で

は

加

え

て

論

者

の

一

視

点

を

述

べ

る

も

の

で

あ

る

。

「

十

八

条

法

語

」

は

近

年

仮

に

付

さ

れ

た

名

称

で

あ

り

宗

祖

真

筆

に

法

語

名

は

付

か

な

い

。

内

容

は

お

よ

そ

十

八

の

別

個

の

法

然

法

語

群

に

よ

っ

て

、

聖

道

門

的

念

仏

観

の

者

を

教

化

の

対

象

に

し

な

が

ら

、

そ

れ

を

次

第

に

称

名

念

仏

に

誘

引

す

る

よ

う

な

意

図

的

な

展

開

を

見

せ

る

。

各

法

語

の

構

成

が

宗

祖

に

よ

る

も

の

か

、

そ

れ

以

前

の

別

人

の

編

集

か

は

不

明

で

あ

る

。

殆

ど

は

和

語

で

構

成

さ

れ

る
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

が

、

第

十

五

条

に

限

り

、

前

半

は

和

語

、

後

半

は

漢

文

体

の

体

裁

を

持

つ

。

そ

の

後

半

部

に

つ

い

て

、

『

和

語

灯

録

』

二

「

三

心

義

」

(2)

に

ほ

ぼ

同

文

が

、

こ

ち

ら

は

和

語

で

集

録

さ

れ

る

。

本

稿

で

は

主

と

し

て

第

十

五

条

後

半

部

の

三

心

釈

に

注

目

し

て

論

じ

る

。

以

降

本

稿

で

は

第

十

五

条

と

は

こ

の

後

半

部

を

さ

す

。

「

十

八

条

法

語

」

の

先

行

研

究

と

し

て

、

永

井

隆

正

氏

は

湛

空

・

信

瑞

系

の

法

語

と

の

関

連

を

指

摘

し

、

長

尾

隆

寛

氏

は

十

八

条

全

体

に

(3)

わ

た

っ

て

詳

細

に

検

討

し

、

信

空

・

隆

寛

を

師

に

も

つ

信

瑞

の

『

明

義

進

行

集

』

『

広

疑

瑞

決

集

』

と

の

深

い

関

わ

り

を

指

摘

し

て

い

る

。

た

だ

し

本

法

語

は

信

瑞

の

著

書

か

ら

伝

わ

っ

た

も

の

で

は

な

く

「

そ

れ

以

前

の

原

本

や

口

伝

が

想

定

で

き

る

」

と

す

る

。

永

井

(4)

(5)

氏

は

第

十

五

条

に

記

載

さ

れ

る

五

番

相

対

の

表

現

傾

向

よ

り

、

『

選

択

集

』

以

前

の

本

法

語

成

立

の

可

能

性

を

指

摘

し

て

い

る

。

(6)

本

稿

の

論

旨

は

二

点

で

あ

る

。

①

第

十

五

条

至

誠

心

釈

の

検

討

に

よ

り

宗

祖

の

至

誠

心

の

訓

読

が

法

然

の

訓

に

起

因

す

る

可

能

性

が

大

な

る

を

述

べ

る

こ

と

を

論

の

大

旨

と

す

る

。

ま

た

②

深

信

釈

の

検

討

に

よ

り

第

十

五

条

の

原

資

料

が

信

空

に

関

連

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

て

ゆ

き

た

い

。

第

一

節

第

十

五

条

の

至

誠

心

釈

こ

の

第

十

五

条

で

ま

ず

注

目

さ

れ

る

こ

と

は

、

至

誠

心

釈

に

棒

線

部

の

ご

と

く

宗

祖

独

自

の

訓

み

替

え

と

い

わ

れ

た

い

わ

ゆ

る

宗

祖

よ

訓

み

と

同

じ

訓

が

見

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

『

往

生

礼

讃

』

に

三

心

を

釈

し

お

は

る

に

い

は

く

、

「

こ

の

三

心

を

具

す

れ

ば

必

ず

往

生

を

得

る

な

り

。

も

し

一

心

少

け

ぬ

れ

ば

、
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

す

な

わ

ち

生

を

得

ず

」

と

。

し

か

れ

ば

す

な

わ

ち

尤

も

三

心

を

具

す

べ

き

な

り

。

一

に

至

誠

心

と

い

ふ

は

、

真

実

心

な

り

。

身

に

礼

拝

を

行

ず

、

口

に

名

号

を

唱

ふ

、

意

に

相

好

を

想

ふ

、

み

な

実

心

を

用

て

せ

よ

と

な

り

。

総

じ

て

こ

れ

を

言

ふ

に

、

厭

離

穢

土

、

欣

求

浄

土

、

修

諸

行

業

、

み

な

真

実

心

を

も

っ

て

こ

れ

を

勤

修

す

べ

し

。

外

に

賢

善

精

進

の

相

を

現

じ

、

内

に

愚

悪

懈

怠

の

心

を

懐

け

り

。

所

修

の

行

業

、

日

夜

十

二

時

に

間

な

く

こ

れ

を

行

ず

れ

ど

も

、

往

生

を

得

ず

。

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

顕

し

、

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

、

こ

れ

を

修

行

せ

ば

、

一

時

一

念

と

い

え

ど

も

、

そ

の

行

虚

し

か

ら

ず

、

必

ず

往

生

を

得

む

。

こ

れ

を

至

誠

心

と

名

づ

く

。

（

原

漢

文

）

(7)

第

一

項

外

現

賢

善

精

進

之

相

、

内

懐

愚

悪

懈

怠

之

心

の

文

も

と

は

「

散

善

義

」

に

、

一

切

衆

生

の

心

口

意

業

の

所

修

の

解

行

、

か

な

ら

ず

す

べ

か

ら

く

真

実

心

の

う

ち

に

な

す

べ

き

こ

と

を

明

さ

ん

と

欲

す

。

外

に

賢

善

精

進

の

相

を

現

じ

、

内

に

虚

仮

を

懐

く

こ

と

を

得

ざ

れ

。

（

原

漢

文

）

(8)

と

あ

る

文

で

あ

る

。

外

相

と

内

心

が

真

実

た

る

べ

き

で

、

内

心

に

虚

仮

を

懐

い

て

い

て

は

、

日

夜

に

修

行

し

て

も

往

生

で

き

な

い

と

戒

め

つ

つ

、

善

導

自

身

の

上

に

も

懺

悔

を

誘

発

し

て

ゆ

く

真

実

の

様

相

を

さ

す

。

こ

れ

を

第

十

五

条

に

は

み

な

実

心

を

用

て

せ

よ

と

な

り

。

（

中

略

）

外

に

賢

善

精

進

の

相

を

現

じ

、

内

に

愚

悪

懈

怠

の

心

を

懐

け

り

。

所

修

の

行

業

、

日

夜

十

二

時

に

間

な

く

こ

れ

を

行

ず

れ

ど

も

、

往

生

を

得

ず

。

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

顕

し

、

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

、
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

こ

れ

を

修

行

せ

ば

、

一

時

一

念

と

い

え

ど

も

、

そ

の

行

虚

し

か

ら

ず

、

必

ず

往

生

を

得

む

。

（

原

漢

文

）

(9)

と

す

る

。

法

然

は

『

往

生

礼

讃

』

の

至

誠

心

を

釈

し

て

、

身

口

意

の

三

業

み

な

真

実

心

を

用

て

せ

よ

と

い

わ

れ

て

い

る

の

だ

と

し

、

一

切

衆

生

は

外

相

に

は

賢

善

精

進

の

相

を

見

せ

な

が

ら

、

内

心

に

は

愚

悪

懈

怠

の

心

を

懐

い

て

い

る

の

だ

と

断

定

す

る

。

ゆ

え

に

か

よ

う

な

者

が

行

業

を

日

夜

暇

な

く

行

じ

た

と

し

て

も

、

往

生

を

得

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

し

か

し

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

あ

ら

わ

し

、

内

心

に

賢

善

精

進

の

念

い

に

住

し

て

こ

れ

を

修

す

る

な

ら

ば

、

一

時

一

念

と

い

え

ど

も

、

そ

の

行

は

虚

し

く

は

な

ら

ず

、

必

ず

往

生

を

得

る

こ

と

が

で

き

る

、

と

説

く

。

ほ

ぼ

同

内

容

が

和

語

で

書

か

れ

た

「

三

心

義

」

は

「

懐

け

り

」

の

断

定

は

な

い

か

ら

、

「

十

八

条

法

語

」

(10)

の

み

の

表

現

と

い

え

る

。

し

か

し

後

に

「

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

」

と

し

つ

つ

も

、

先

に

「

内

に

虚

仮

を

懐

け

り

」

と

断

定

し

て

し

ま

っ

て

は

、

肝

心

の

賢

善

精

進

の

念

が

衆

生

に

は

起

こ

り

得

な

い

も

の

に

な

っ

て

し

ま

う

。

だ

が

こ

れ

こ

そ

後

の

二

種

深

信

や

二

河

譬

に

整

合

す

る

領

解

な

の

で

あ

り

、

宗

祖

が

「

信

文

類

」

に

引

く

至

誠

心

釈

と

同

じ

釈

相

な

の

で

あ

る

。

(11)

と

こ

ろ

で

『

選

択

集

』

に

は

外

に

賢

善

精

進

の

相

を

現

じ

、

内

に

虚

仮

を

懐

く

と

い

ふ

は

、

外

は

内

に

対

す

る

辞

な

り

。

い

は

く

外

相

と

内

心

と

不

調

の

意

な

り

。

（

原

漢

文

）

(12)

と

し

て

内

外

の

不

調

を

問

題

と

し

、

①

外

相

の

賢

善

精

進

を

内

に

も

蓄

え

て

〈

翻

外

蓄

内

〉

、

内

心

も

賢

善

精

進

た

る

内

外

倶

実

な

ら

ば

生

要

を

備

え

る

と

す

る

。

さ

ら

に

②

愚

悪

な

る

内

の

心

を

外

に

播

し

て

〈

翻

内

播

外

〉

、

外

相

も

愚

悪

に

な

る

内

外

倶

虚

を

救

い

の

ほ

ど

こ

要

と

す

る

。

こ

こ

で

は

内

外

不

調

が

問

題

で

あ

り

、

内

外

相

応

す

る

こ

と

が

至

要

で

あ

る

こ

と

を

述

べ

る

。
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

し

か

し

第

十

五

条

の

こ

の

箇

所

で

は

必

得

往

生

の

相

に

内

外

相

応

が

語

ら

れ

て

い

な

い

。

「

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

顕

し

、

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

」

と

あ

る

か

ら

こ

れ

は

内

外

不

調

の

状

態

で

あ

り

、

『

選

択

集

』

と

異

な

る

文

脈

だ

と

分

か

る

。

こ

こ

は

同

内

容

の

「

三

心

義

」

も

同

様

で

あ

る

。

そ

こ

で

法

然

の

他

の

法

語

を

閲

く

と

、

『

和

語

灯

録

』

一

「

往

生

大

要

抄

」

の

至

誠

心

の

釈

に

は

「

真

実

と

い

は

、

内

外

相

応

の

心

な

り

」

と

一

応

規

定

し

た

上

で

、

内

外

虚

実

の

相

対

に

四

句

分

別

を

設

け

て

い

る

。

そ

こ

で

は

ま

ず

、

内

は

「

を

ろ

か

・

悪

・

懈

怠

」

(13)

に

し

て

、

外

に

は

「

か

し

こ

き

・

善

人

・

精

進

」

の

相

を

現

し

て

い

る

の

を

虚

仮

と

名

付

け

る

と

し

、

外

相

の

善

悪

を

か

え

り

み

ず

、

「

内

心

に

穢

土

を

も

い

と

ひ

、

浄

土

を

も

ね

が

ひ

、

悪

を

も

と

ゞ

め

、

善

を

も

修

し

て

、

ま

め

や

か

に

佛

の

意

に

か

な

は

ん

事

を

お

も

ふ

」

を

真

実

と

い

う

と

し

て

次

の

四

句

の

分

別

を

あ

げ

る

。

①

ほ

か

を

か

ざ

り

て

、

う

ち

に

は

む

な

し

き

人

。

②

ほ

か

を

も

か

ざ

ら

ず

う

ち

も

む

な

し

き

人

。

③

ほ

か

は

む

な

し

く

見

え

て

、

う

ち

は

ま

事

あ

る

人

。

④

ほ

か

に

も

ま

こ

と

を

あ

ら

は

し

、

う

ち

に

も

ま

こ

と

あ

る

人

。

こ

の

う

ち

、

①

②

を

虚

仮

の

行

者

と

し

、

③

④

を

真

実

の

行

者

と

し

て

、

「

し

か

れ

ば

、

た

だ

外

相

の

善

悪

・

賢

愚

を

ゑ

ら

ば

ず

、

内

心

の

邪

正

・

迷

悟

に

よ

る

べ

き

也

」

と

結

論

づ

け

る

。

す

な

わ

ち

問

題

は

内

外

相

応

で

は

な

く

、

ひ

と

え

に

内

心

の

邪

正

に

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

い

う

③

が

「

十

八

条

法

語

」

の

説

示

に

等

し

い

。

法

然

の

上

に

も

「

十

八

条

法

語

」

の

至

誠

心

と

同

様

の

義

が

確

認

で

き

よ

う

。

な

お

、

こ

こ

で

②

内

外

と

も

に

愚

悪

な

る

を

虚

仮

と

す

る

釈

は

『

選

択

集

』

と

異

な

る

よ

う

に

見

え

る

が

、

梯

實

圓

氏

は

、

①

は

願

生

の

信

な

く

し

て

名

利

ば

か

り

の

後

世

者

を

さ

し

、

②

は

願

生

心

な

き

世

俗

の

人

で

あ

り

、

③

は

願

生

の

信

を

も

つ

愚

者

で

あ

り

、

④
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

は

信

を

も

つ

賢

者

を

あ

ら

わ

し

て

い

る

の

で

、

③

と

『

選

択

集

』

の

内

外

倶

虚

の

願

生

者

と

は

、

結

局

同

致

す

る

と

み

る

べ

き

で

あ

ろ

う

、

と

し

て

い

る

。

(14)

そ

の

意

味

で

は

、

第

十

五

条

前

半

部

に

、

又

云

、

真

実

心

と

い

ふ

は

、

行

者

願

往

生

之

心

な

り

。

矯

飾

な

く

、

表

裏

な

き

相

応

の

心

也

。

雜

毒

虚

仮

等

は

、

名

聞

利

養

の

心

也

。

『

大

品

経

』

に

云

く

、

「

利

養

名

聞

を

捨

て

よ

と

」

文

。

『

大

論

』

に

此

の

文

を

述

す

る

之

下

に

云

く

、

「

当

に

業

に

雜

毒

を

捨

つ

べ

し

」

と

い

ふ

者

、

一

声

一

念

猶

之

を

具

せ

ば

、

実

心

之

無

き

相

也

。

内

を

翻

じ

て

外

を

矯

る

と

い

ふ

者

、

假

令

外

相

不

法

な

れ

ど

も

、

内

心

真

実

に

し

て

往

生

を

願

ず

れ

者

、

往

生

を

遂

ぐ

可

き

也

と

云

云

。

(15)

と

釈

し

て

、

内

に

願

往

生

の

心

が

あ

っ

て

、

矯

飾

な

く

内

外

相

応

し

て

い

る

も

の

を

真

実

心

と

い

う

の

は

、

後

の

釈

の

「

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

顕

し

、

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

」

と

い

う

内

外

不

調

の

論

調

と

相

違

し

て

い

る

か

に

見

え

る

が

、

そ

の

内

実

は

ど

ち

ら

も

内

心

の

願

生

心

が

真

実

で

あ

る

な

ら

ば

往

生

を

遂

げ

る

こ

と

の

で

き

る

至

誠

心

で

あ

る

こ

と

を

述

べ

て

い

る

の

で

あ

る

。

従

来

第

十

五

条

の

前

半

と

漢

文

体

の

後

半

の

釈

が

相

違

す

る

と

い

う

見

解

が

あ

る

が

、

内

容

を

子

細

に

み

れ

ば

決

し

て

相

違

す

る

も

の

で

(16)

は

な

い

。

(17)

な

お

、

こ

の

前

半

部

で

は

雜

毒

虚

仮

等

を

名

聞

利

養

の

心

と

し

て

い

る

が

、

先

の

「

往

生

大

要

抄

」

四

句

分

別

の

後

に

も

名

利

を

虚

仮

不

実

の

心

と

戒

め

て

い

る

こ

と

に

注

意

し

た

い

。

た

だ

し

名

利

心

が

往

生

不

可

な

の

は

、

人

目

ば

か

り

を

か

ざ

っ

て

往

生

を

願

う

(18)

願

生

心

が

欠

け

る

か

ら

な

の

で

あ

っ

て

、

結

局

信

心

の

有

無

が

問

題

な

の

で

あ

る

。

『

拾

遺

和

語

灯

録

』

下

、

御

消

息

も

同

様

で

あ

る

。

(19)

こ

の

前

半

部

に

引

用

さ

れ

る

『

大

品

経

』

の

文

以

降

を

真

仏

は

『

経

釈

文

聞

書

』

に

引

用

す

る

が

、

当

時

往

生

者

の

代

表

と

言

わ

れ

(20)
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

た

後

世

者

の

姿

勢

と

の

関

連

も

あ

り

、

重

要

な

問

題

意

識

が

窺

え

る

。

(21)

と

こ

ろ

で

「

往

生

大

要

抄

」

至

誠

心

釈

に

は

、

こ

の

文

に

先

立

ち

「

お

よ

そ

三

業

を

お

こ

す

に

は

、

か

な

ら

ず

真

実

を

も

ち

ゐ

よ

」

(22)

と

訓

じ

ら

れ

て

い

た

。

こ

れ

も

ま

た

宗

祖

が

「

信

文

類

」

に

「

ま

た

も

し

善

の

三

業

を

起

さ

ば

、

か

な

ら

ず

真

実

心

の

う

ち

に

な

し

た

ま

ひ

し

を

須

ゐ

て

、

内

外

明

闇

を

簡

ば

ず

、

み

な

真

実

を

須

ゐ

る

が

ゆ

え

に

至

誠

心

と

名

づ

く

」

と

す

る

宗

祖

訓

み

と

同

じ

訓

で

あ

(23)

る

。

同

様

の

訓

は

、

『

拾

遺

和

語

灯

録

』

下

、

御

消

息

に

も

あ

り

、

『

漢

語

灯

録

』

「

浄

土

宗

略

要

文

」

に

も

、

(24)

(25)

凡

そ

三

業

を

起

す

に

必

真

実

を

須

ゆ

。

故

至

誠

心

と

名

。

と

あ

る

。

こ

の

「

須

ゆ

」

が

「

往

生

大

要

抄

」

と

対

照

す

る

と

き

、

「

も

ち

ゆ

」

と

訓

じ

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

確

認

さ

れ

よ

う

。

す

な

わ

ち

こ

れ

は

法

然

聖

人

の

訓

で

あ

っ

た

と

判

る

。

(26)

第

二

項

至

誠

心

の

内

実

尤

も

、

「

も

ち

ゐ

る

」

と

読

ん

で

も

通

常

は

行

者

自

身

の

上

に

真

実

心

を

お

こ

し

て

行

ず

る

意

と

も

と

れ

、

宗

祖

の

如

来

回

向

の

義

と

直

接

す

る

わ

け

で

は

な

い

。

そ

こ

で

問

題

と

す

べ

き

は

、

内

相

の

「

ま

こ

と

」

、

ま

た

「

須

ゐ

る

」

べ

き

真

実

の

内

容

で

あ

る

。

「

十

八

条

法

語

」

に

も

、

「

外

に

愚

悪

懈

怠

の

形

を

顕

し

、

内

に

は

賢

善

精

進

の

念

に

住

し

て

、

こ

れ

を

修

行

せ

ば

」

と

あ

っ

て

、

こ

の

内

な

る

賢

善

精

進

、

す

な

わ

ち

真

実

心

の

内

容

が

問

題

と

な

る

。

こ

れ

が

自

身

の

起

こ

す

真

実

心

で

あ

っ

た

な

ら

、

訓

が

等

し

く

と

も

宗

祖

は

法

然

と

異

な

る

義

を

述

べ

た

こ

と

に

な

ろ

う

。

そ

こ

で

注

目

す

べ

き

は

法

然

門

下

の

上

足

と

知

ら

れ

る

隆

寛

律

師

（

以

下

隆

寛

）

『

具

三

心

義

』

（

一

二

一

六

成

立

）

の

至

誠

心

釈

で
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

あ

る

。
凡

そ

三

業

を

起

す

に

必

（

ず

）

真

実

（

を

）

須

る

故

至

誠

心

（

と

）

名

（

く

）

。

已

上

。

利

他

の

願

に

帰

入

す

る

の

心

此

れ

其

の

解

也

。

（

原

漢

文

・

括

弧

内

論

者

補

足

）

(27)

こ

こ

に

「

須

」

を

「

も

ち

い

る

」

と

訓

む

と

共

に

、

そ

の

至

誠

心

と

は

利

他

の

願

、

す

な

わ

ち

本

願

に

帰

入

す

る

心

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

そ

し

て

そ

の

至

誠

心

の

真

実

の

内

容

に

つ

い

て

は

、

凡

夫

心

を

以

て

真

実

と

せ

ず

、

弥

陀

の

願

を

以

て

真

実

と

す

。

真

実

の

願

に

帰

す

る

の

心

な

る

が

故

に

所

帰

の

願

に

約

し

て

真

実

心

と

名

づ

け

る

。

例

せ

ば

天

台

山

に

住

す

る

が

故

に

天

台

大

師

と

名

づ

く

る

が

ご

と

し

。

（

原

漢

文

）

(28)

と

し

て

い

る

。

真

実

心

と

は

凡

夫

の

起

す

凡

心

で

は

な

く

、

弥

陀

の

本

願

が

起

す

仏

心

で

あ

る

。

衆

生

の

上

に

真

実

心

と

し

て

い

る

の

は

、

真

実

の

願

に

帰

す

る

心

で

あ

る

か

ら

、

帰

す

る

所

の

願

に

臨

め

て

名

付

け

て

い

る

の

で

あ

り

、

天

台

山

に

住

し

た

智

顗

を

山

の

名

か

ら

天

台

大

師

と

い

う

よ

う

に

、

本

願

真

実

で

あ

る

か

ら

そ

の

心

を

衆

生

の

が

わ

で

取

っ

て

真

実

心

と

述

べ

た

の

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

『

極

楽

浄

土

宗

義

』

（

一

二

二

〇

成

立

）

に

、

是

即

弥

陀

の

本

願

を

指

し

て

、

名

て

真

実

と

為

、

真

実

願

に

帰

す

る

之

心

な

る

が

故

に

、

所

帰

願

に

随

て

能

帰

心

を

以

て

、

真

実

心

と

為

。

（

原

漢

文

）

(29)
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

と

あ

る

の

も

同

様

で

あ

る

。

さ

ら

に

『

具

三

心

義

』

に

は

『

選

択

集

』

の

「

翻

外

蓄

内

・

翻

内

播

外

」

を

釈

す

が

、

三

業

所

為

の

善

を

名

て

外

と

し

三

業

所

為

の

悪

を

名

て

内

と

為

る

也

。

然

れ

ば

則

ち

翻

外

は

自

力

精

進

の

嶮

難

を

捨

て

て

利

他

真

実

の

直

道

に

赴

く

也

。

蓄

内

は

念

仏

無

上

の

良

薬

外

よ

り

薫

じ

て

貪

瞋

煩

悩

の

悪

毒

ま

さ

に

内

に

消

え

な

ん

と

す

る

也

。

故

に

結

し

て

祇

に

応

に

出

要

に

備

つ

べ

し

と

。

内

を

翻

す

と

は

内

懐

虚

仮

の

塵

を

以

て

他

力

成

就

の

風

に

任

す

る

也

。

外

に

播

す

と

は

ま

こ

と

雜

毒

難

行

の

境

を

辞

し

て

専

修

易

行

の

場

に

遊

ぶ

也

。

願

力

真

実

な

る

が

故

内

外

相

応

し

て

決

定

し

て

往

生

す

る

こ

と

を

得

。

故

に

は

に

結

で

亦

出

要

に

足

り

ぬ

べ

し

と

云

ふ

也

。

（

原

漢

文

）

(30)

こ

こ

で

は

外

相

と

は

行

者

の

つ

く

る

三

業

所

為

の

善

を

さ

し

、

そ

の

外

相

を

翻

す

と

は

、

自

力

精

進

の

嶮

難

を

捨

て

て

利

他

真

実

の

直

道

に

帰

す

る

こ

と

を

い

う

。

そ

し

て

内

に

真

実

を

蓄

え

る

と

い

う

の

は

、

念

仏

無

上

の

功

徳

が

外

か

ら

行

者

を

薫

じ

て

、

煩

悩

の

悪

毒

が

ま

さ

に

消

え

よ

う

と

し

て

い

る

あ

り

さ

ま

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

ま

た

内

心

と

は

三

業

所

為

の

悪

を

い

う

。

そ

の

内

を

翻

す

と

い

う

の

は

内

懐

虚

仮

の

塵

の

ま

ま

で

他

力

成

就

の

風

に

身

を

任

せ

て

ゆ

く

こ

と

で

あ

り

、

外

に

播

す

と

い

う

の

は

雜

毒

難

行

の

境

界

を

し

り

ぞ

い

て

、

専

修

易

行

の

本

願

の

場

に

安

住

す

る

生

き

方

へ

と

移

っ

て

い

く

こ

と

を

さ

し

て

い

た

。

そ

し

て

本

願

力

が

真

実

で

あ

る

こ

と

に

よ

っ

て

内

外

相

応

し

て

決

定

往

生

す

る

の

だ

と

結

論

づ

け

て

い

た

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

「

ま

こ

と

」

と

は

阿

弥

陀

如

来

の

本

願

力

の

真

実

を

さ

し

て

い

た

。

自

力

聖

道

門

を

捨

て

て

利

他

真

実

の

念

仏

に

帰

し

た
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

と

き

、

そ

の

如

来

真

実

が

外

か

ら

衆

生

の

内

に

薫

じ

て

煩

悩

の

毒

を

破

し

、

内

に

は

虚

仮

な

る

あ

り

よ

う

の

ま

ま

に

他

力

真

実

を

受

け

容

れ

て

任

運

し

て

い

る

あ

り

さ

ま

を

、

内

外

相

応

と

い

っ

た

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

内

外

相

応

と

は

、

内

に

も

外

に

も

本

願

が

行

者

に

は

た

ら

い

て

い

る

あ

り

さ

ま

を

指

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

上

巻

の

結

び

に

、

内

に

懐

く

所

の

虚

偽

煩

悩

こ

れ

を

名

づ

け

て

闇

と

す

。

外

に

現

ず

る

所

の

賢

善

精

進

こ

れ

を

名

づ

け

て

明

と

す

。

未

だ

真

実

心

を

発

さ

ざ

る

の

前

は

内

外

調

わ

ず

。

明

闇

相

ひ

交

わ

れ

り

。

是

を

以

て

外

現

精

進

の

明

、

内

懐

貪

瞋

の

闇

を

破

し

難

し

。

是

の

故

に

虚

仮

の

行

と

名

づ

け

、

雜

毒

の

善

と

名

づ

く

。

若

し

真

実

心

を

発

し

た

る

の

後

に

は

、

便

ち

他

力

真

実

の

明

を

以

て

能

く

顚

倒

妄

想

の

闇

を

破

す

。

当

に

知

る

べ

し

、

帰

す

る

所

の

願

真

実

な

る

が

故

に

能

帰

の

心

を

真

実

心

と

名

づ

く

る

也

。

此

の

義

を

以

て

の

故

に

至

誠

心

を

立

つ

る

也

。

（

原

漢

文

）

(31)

と

あ

る

こ

と

に

も

明

ら

か

で

あ

る

。

「

外

現

精

進

の

明

、

内

懐

貪

瞋

の

闇

を

破

し

難

し

」

と

、

自

力

心

を

も

っ

て

し

て

は

内

懐

貪

瞋

の

闇

を

破

す

こ

と

は

で

き

ず

、

内

外

相

応

の

真

実

心

は

起

こ

し

得

な

い

と

あ

る

の

は

、

「

十

八

条

法

語

」

に

説

か

れ

る

「

内

に

虚

仮

を

懐

け

り

」

と

、

衆

生

の

内

に

具

悪

懈

怠

を

懐

い

て

い

る

か

ら

決

し

て

往

生

は

で

き

な

い

と

い

う

領

解

と

同

じ

釈

相

で

あ

る

。

そ

し

て

「

他

力

真

実

の

明

を

以

て

能

く

顚

倒

妄

想

の

闇

を

破

す

。

当

に

知

る

べ

し

、

帰

す

る

所

の

願

真

実

な

る

が

故

に

能

帰

の

心

を

真

実

心

と

名

づ

く

る

也

」

と

あ

る

よ

う

に

、

本

願

他

力

が

顚

倒

妄

想

の

闇

を

破

し

て

は

じ

め

て

内

外

相

応

す

る

。

す

な

わ

ち

本

願

に

帰

す

る

こ

と

が

「

真

実

心

を

発

す

」

内

容

で

あ

り

、

そ

れ

を

至

誠

心

の

義

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

隆

寛

の

釈

こ

そ

が

、

い

ま

の

「

十

八

条

法

語

」

や

「

往

生

大

要

抄

」

に

説

か

れ

る

法

然

の

訓

を

展

開

し

た

も

の

な

の

で

あ

る

。

法

然

は

『

三

部

経

大

意

』

に

（

併

せ

て

金

沢

文

庫

本

『

浄

土

三

部

経

大

意

』

に

も

）

至

誠

心

に

定

善

散

善

弘

願

の

三

門

を

た

て

、

そ
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

こ

に

総

別

、

自

力

他

力

の

義

を

み

ら

れ

る

よ

う

に

き

わ

め

て

幅

の

広

い

釈

を

な

さ

れ

て

い

る

。

(32)

す

で

に

梯

實

圓

氏

が

「

法

然

門

下

の

学

匠

の

な

か

で

、

至

誠

心

（

真

実

心

）

を

如

来

の

が

わ

で

語

り

、

無

漏

真

実

の

心

と

み

る

も

の

と

、

あ

く

ま

で

も

行

者

が

発

起

す

べ

き

真

実

心

と

み

る

も

の

と

の

二

派

が

分

れ

る

」

と

そ

の

相

承

の

分

か

れ

る

こ

と

を

述

べ

て

い

る

し

、

「

至

誠

心

を

阿

弥

陀

仏

の

無

漏

真

実

な

る

真

実

心

と

み

た

の

は

隆

寛

や

親

鸞

等

で

あ

り

、

衆

生

発

起

の

心

と

見

る

の

は

弁

長

や

良

忠

等

で

あ

っ

た

」

と

指

摘

し

て

い

る

よ

う

に

、

宗

祖

の

至

誠

心

釈

の

訓

み

替

え

は

、

従

来

か

ら

隆

寛

の

義

に

影

響

を

受

け

た

も

の

と

い

わ

(33)

れ

て

き

た

。

し

か

し

「

十

八

条

法

語

」

を

法

然

法

語

と

み

る

な

ら

ば

、

そ

の

隆

寛

の

釈

も

、

彼

の

独

自

解

釈

で

な

く

法

然

の

意

を

承

け

て

い

た

こ

と

が

こ

の

至

誠

心

釈

の

訓

点

に

よ

っ

て

浮

か

び

上

が

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

宗

祖

詠

み

は

、

法

然

・

隆

寛

と

相

承

さ

れ

た

、

あ

る

い

は

隆

寛

と

同

様

に

法

然

よ

り

直

接

相

承

さ

れ

た

訓

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

が

出

来

よ

う

。

第

二

節

著

述

傾

向

よ

り

の

考

察

第

一

項

法

語

の

著

述

傾

向

た

だ

し

根

本

的

な

問

題

と

し

て

、

こ

の

法

語

自

体

が

宗

祖

の

製

作

で

あ

る

可

能

性

を

看

過

で

き

な

い

。

少

な

く

と

も

本

法

語

の

成

立

が

宗

祖

に

よ

る

も

の

か

、

そ

れ

以

外

の

者

の

手

に

よ

る

も

の

か

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

る

。

長

尾

氏

は

第

十

五

条

に

つ

い

て

宗

祖

訓

み

の

訓

が

あ

る

こ

と

へ

の

見

落

と

し

が

あ

る

も

の

の

、

十

八

条

全

体

を

通

し

て

は

宗

祖

が

手

を

加

え

た

形

跡

が

な

い

と

結

論

づ

け

て

い

る

。

そ

こ

で

第

十

五

条

に

限

り

検

討

し

て

み

た

い

。

仮

に

第

十

五

条

が

宗

祖

の

手

に

よ

る

も

の

と

し

た

と

き

、

そ

の

法

語

に

は

宗

祖

の

(34)
製

作

と

は

思

い

難

い

表

現

が

散

見

さ

れ

る

。
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

ま

ず

「

口

に

唱

ふ

」

と

い

う

「

唱

」

の

字

は

、

引

文

等

以

外

の

宗

祖

の

著

作

中

に

積

極

的

に

用

い

ら

れ

ず

、

宗

祖

は

大

行

を

顕

す

(35)

意

味

か

ら

も

「

称

」

の

字

を

用

い

る

こ

と

が

知

ら

れ

て

い

る

。

(36)

し

か

も

本

文

の

「

口

唱

」

「

意

想

」

は

『

礼

讃

』

文

に

従

え

ば

「

口

業

讃

歎

称

揚

」

「

意

業

専

念

観

察

」

に

対

応

す

る

ゆ

え

、

宗

祖

．

．

．

．

(37)

で

あ

れ

ば

「

口

称

」

「

意

念

」

と

し

た

で

あ

ろ

う

。

ゆ

え

に

宗

祖

の

製

作

で

は

な

く

、

単

に

書

写

し

た

と

み

る

べ

き

で

あ

る

。

と

く

に

注

目

す

べ

き

は

「

皆

実

心

を

用

て

せ

よ

と

な

り

」

と

い

う

表

現

で

あ

る

。

こ

れ

は

「

散

善

義

」

に

は

「

必

須

真

実

心

中

作

」

(38)

(39)

と

あ

る

箇

所

で

あ

っ

て

、

原

文

に

当

れ

ば

「

用

」

で

は

な

く

「

須

」

の

字

を

用

い

ね

ば

な

ら

な

い

。

宗

祖

も

「

信

文

類

」

に

は

「

須

」

と

し

た

上

で

「

も

ち

い

る

」

と

訓

ま

せ

て

、

そ

こ

か

ら

利

他

真

実

の

至

誠

心

を

明

ら

か

に

し

て

い

く

の

で

あ

る

か

ら

、

む

し

ろ

こ

の

文

字

を

改

変

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

善

導

大

師

の

意

を

承

け

た

も

の

と

い

え

な

く

な

っ

て

し

ま

う

恐

れ

が

あ

る

。

原

文

を

熟

知

し

た

宗

祖

に

は

冒

し

難

い

誤

り

と

い

え

よ

う

。

ほ

ぼ

同

文

の

『

漢

語

灯

録

』

「

三

心

義

」

に

も

こ

こ

は

「

み

な

真

実

を

も

ち

ゐ

よ

」

と

な

っ

て

い

て

、

(40)

用

の

字

は

用

い

て

い

な

い

。

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

こ

の

文

は

宗

祖

が

し

た

た

め

た

も

の

で

は

な

く

、

法

然

門

下

の

誰

か

が

著

し

た

も

の

を

宗

祖

が

書

写

し

た

も

の

で

あ

る

と

断

定

し

て

よ

い

と

考

え

る

。

し

か

し

こ

の

よ

う

に

原

文

か

ら

明

ら

か

に

誤

り

で

あ

る

よ

う

な

文

字

を

用

い

た

法

語

を

宗

祖

が

そ

の

ま

ま

書

写

し

た

の

も

、

ま

た

意

味

の

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

存

知

の

如

く

本

法

語

は

「

三

心

義

」

と

し

て

和

語

で

も

伝

承

さ

れ

て

い

る

。

一

方

は

和

語

、

一

方

は

漢

文

で

伝

承

さ

れ

た

こ

れ

ら

か

ら

知

ら

れ

る

こ

と

は

、

今

更

な

が

ら

こ

れ

が

法

語

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

話

し

言

葉

の

聞

き

取

り

」

を

も

と

に

成

立

し

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

「

須

」

と

「

用

」

の

誤

り

は

、

話

し

言

葉

の

聞

き

取

り

に

よ

る

文

字

の

取

り

違

い

な

の

で

あ

る

。

実

際

は

法

然

は

「

も

ち

ゐ

よ

」

「

も

て

せ

よ

」

の

い

ず

れ

か

を

口

頭

で

述

べ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

原

文

に

添

っ

て

「

須

」

と

す

る

も

の

と

、

言

葉

の

意

を

取

っ

て

「

用

」

と

し

た

も

の

が

筆

記

さ

れ

た

の

で

あ

ろ
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

う

。

そ

の

傾

向

は

「

三

心

義

」

が

「

こ

の

正

助

二

行

に

つ

き

て

、

五

種

の

得

失

あ

り

」

と

正

雑

と

正

助

を

取

り

違

え

る

こ

と

か

ら

も

看

．

ぞ

う

じ

ょ

取

さ

れ

る

。

そ

し

て

宗

祖

の

書

写

に

あ

た

り

、

一

は

法

語

改

変

を

望

ま

ぬ

姿

勢

、

そ

し

て

二

は

そ

の

法

語

の

味

わ

い

を

残

し

た

と

思

わ

れ

る

。

「

用

」

は

一

見

誤

り

に

思

え

る

が

、

阿

弥

陀

仏

の

力

用

、

す

な

わ

ち

「

は

た

ら

き

」

の

用

で

も

あ

る

。

そ

う

し

た

味

わ

い

を

も

っ

て

「

一

至

誠

心

者

、

真

実

心

也

。

身

行

礼

拝

、

口

唱

名

号

、

意

想

相

好

、

皆

用

実

心

」

と

い

う

至

誠

心

釈

を

見

た

と

き

、

至

誠

心

と

は

、

阿

弥

陀

仏

が

私

に

は

た

ら

い

て

く

だ

さ

る

真

実

心

で

あ

り

、

私

が

身

に

礼

拝

す

る

事

も

、

口

に

名

号

を

称

え

る

こ

と

も

、

意

に

相

好

を

想

う

こ

と

も

、

す

べ

て

が

阿

弥

陀

仏

の

真

実

の

力

用

で

あ

る

と

読

む

こ

と

が

で

き

る

。

す

ぐ

れ

た

法

語

と

は

読

む

者

に

新

し

い

味

わ

い

を

も

た

ら

す

の

で

あ

る

。

聞

書

法

語

で

あ

る

な

ら

、

冒

頭

の

「

内

に

具

悪

懈

怠

の

心

を

懐

け

り

」

と

い

う

言

葉

も

、

法

然

が

実

際

に

語

っ

た

可

能

性

も

あ

る

。

原

文

を

知

る

者

な

ら

、

原

文

通

り

と

思

い

込

ん

で

聞

き

流

す

で

あ

ろ

う

所

、

聞

い

た

ま

ま

を

書

き

留

め

た

の

が

こ

の

第

十

五

条

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

推

察

す

る

の

で

あ

る

。

第

二

項

引

文

の

訓

点

に

つ

い

て

な

お

、

そ

れ

で

も

『

指

南

抄

』

編

纂

に

際

し

て

、

白

文

の

原

本

で

あ

っ

た

も

の

を

、

訓

点

だ

け

は

宗

祖

が

付

し

た

の

で

は

と

い

う

疑

が

残

る

。

た

だ

背

師

自

立

で

問

題

と

な

っ

た

善

鸞

事

件

の

直

後

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

宗

祖

が

法

然

法

語

を

確

認

す

べ

く

編

纂

す

る

『

指

南

抄

』

に

師

の

言

わ

ざ

る

訓

点

を

付

す

こ

と

は

義

と

し

て

考

え

が

た

い

。

聖

教

の

伝

授

は

訓

点

の

伝

授

と

言

わ

れ

る

が

、

宗

祖

の

伝

授

さ

れ

た

『

選

択

集

』

は

現

存

せ

ず

伝

授

の

訓

点

は

不

明

で

あ

る

。

(41)

注

目

し

た

い

の

は

、

「

十

八

条

法

語

」

の

訓

点

の

付

け

方

が

他

と

比

べ

て

特

殊

で

あ

る

点

で

あ

る

。

『

指

南

抄

』

に

引

用

さ

れ

る

引

文

の

殆

ど

は

漢

文

引

文

の

右

に

ま

ず

墨

筆

で

振

仮

名

を

書

き

、

さ

ら

に

朱

筆

で

送

り

仮

名

と

返

点

を

付

し

て

い

る

。

こ

の

朱

筆

は

真

仏

に

伝

授

す

る

際

の

も

の

で

本

文

よ

り

後

筆

で

あ

る

こ

と

が

、

編

纂

の

過

程

で

同

時

に

書

写

が

行

わ

れ

る

真

仏

書

写

本

と

の

比

較

で

確

認

で
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

き

る

。

基

本

的

に

送

り

仮

名

や

返

点

は

後

の

朱

筆

で

入

れ

て

い

る

。

(42)
こ

れ

に

つ

い

て

武

田

一

真

氏

は

、

墨

筆

は

原

本

の

訓

に

依

り

、

宗

祖

の

解

釈

と

し

て

は

朱

筆

で

入

れ

る

と

い

う

姿

勢

が

あ

る

と

述

べ

、

こ

と

に

宗

祖

が

原

法

語

を

改

変

し

な

い

姿

勢

の

傍

証

と

し

て

、

『

指

南

抄

』

下

本

「

基

親

取

信

信

本

願

之

様

」

を

挙

げ

る

。

そ

こ

に

は

(43)

『

大

経

』

成

就

文

を

「

心

を

至

し

て

回

向

し

て

」

と

、

「

御

説

法

事

」

に

朱

筆

で

「

至

心

回

向

せ

し

め

た

ま

へ

り

」

と

す

る

よ

う

な

宗

(44)

祖

訓

み

で

は

な

く

、

基

親

な

れ

ば

こ

う

読

む

で

あ

ろ

う

訓

を

朱

筆

し

て

い

る

。

こ

れ

は

自

義

を

反

映

せ

ず

に

基

親

の

言

葉

と

し

て

収

録

し

て

い

る

こ

と

を

顕

す

も

の

と

見

て

い

る

。

一

木

を

見

て

森

を

語

る

事

は

で

き

ぬ

し

、

本

文

が

宗

祖

特

有

の

カ

ナ

で

書

か

れ

る

問

題

(45)

も

残

る

が

、

法

然

の

語

録

と

し

て

成

立

さ

せ

る

以

上

、

基

本

的

に

は

自

由

勝

手

に

自

訓

を

付

し

た

の

で

は

な

い

と

見

る

べ

き

と

考

え

る

。

し

か

る

に

中

本

「

十

八

条

法

語

」

第

十

五

条

は

、

本

文

、

引

文

と

も

に

振

仮

名

を

書

か

ず

に

直

接

送

り

仮

名

を

「

墨

筆

」

し

て

い

る

。

し

か

も

送

点

も

朱

筆

で

は

な

く

墨

筆

で

あ

る

。

同

法

語

の

他

の

部

分

に

は

朱

筆

が

入

る

ゆ

え

、

何

ら

か

の

事

情

に

よ

る

も

の

と

推

察

す

る

。漢

文

体

に

振

仮

名

を

書

か

ず

に

直

接

送

り

仮

名

を

付

す

例

は

少

な

い

。

そ

の

中

で

も

あ

る

一

定

の

部

分

が

墨

筆

で

あ

り

、

中

末

「

源

空

聖

人

私

日

記

」

（

以

下

「

私

日

記

」

）

の

後

は

す

べ

て

朱

筆

の

送

り

仮

名

で

あ

る

。

そ

も

そ

も

文

章

は

ま

ず

Ａ

本

文

全

体

が

漢

文

の

も

の

、

Ｂ

和

文

体

中

に

漢

文

引

文

の

も

の

、

が

あ

る

。

Ａ

で

送

り

仮

名

す

る

の

は

中

本

「

十

八

条

法

語

」

第

十

五

条

（

う

ち

引

文

は

『

観

経

』

『

礼

讃

』

『

小

経

』

）

、

中

末

「

七

箇

条

起

請

文

」

（

引

文

は

『

西

方

要

訣

』

〔

同

九

五

五

頁

〕

）

、

「

起

請

没

後

二

箇

条

事

」

、

「

私

日

記

」

（

引

文

は

公

胤

夢

告

〔

同

九

六

六

頁

〕

）

で

全

て

墨

筆

で

あ

る

。

な

お

Ａ

引

文

で

は

公

胤

夢

告

の

み

振

仮

名

が

あ

る

。

Ｂ

で

振

仮

名

せ

ず

た

だ

送

り

仮

名

す

る

の

は

上

末

「

御

説

法

事

」

の

『

西

方

要

訣

』

（

三

、

九

二

〇

頁

）

、

中

本

「

十

八

条

法

語

」

の

『

大

品

』

『

大

論

』

が

墨

筆

で

あ

る

。

「

私

日

記

」

後

の

中

末

「

決

定

往

生

三

機

行

相

」

よ

り

朱

筆

の

送

り

仮

名

と

な

り

、

以

降

下

末

「

要

義

十

三

問

答

」

本

願

文

（

同

一

〇

五

七

頁

）

、

悪

趣

自

然

閉

（

同

一

〇

五

八

頁

）

、

止

住

百

歳

（

同
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

一

〇

五

八

頁

）

、

礼

讃

本

願

取

意

文

（

同

一

〇

六

四

頁

）

、

法

事

讃

（

同

一

〇

六

五

頁

）

が

あ

る

の

み

で

あ

る

。

ほ

か

は

、

原

漢

文

の

法

題

に

送

り

仮

名

を

付

記

し

て

い

る

程

度

で

あ

る

。

な

お

中

本

冒

頭

「

三

昧

発

得

記

」

「

法

然

聖

人

御

夢

想

記

」

の

和

文

法

語

も

引

文

は

な

い

が

朱

訓

も

な

い

。

こ

れ

ら

か

ら

、

第

十

五

条

を

含

め

て

、

大

ま

か

に

中

本

よ

り

中

末

「

私

日

記

」

ま

で

の

主

に

漢

文

法

語

は

、

墨

筆

に

よ

っ

て

同

法

則

に

纏

め

ら

れ

た

文

献

群

に

感

じ

ら

れ

る

。

第

十

五

条

を

和

文

に

せ

ず

漢

文

体

で

表

す

の

は

文

の

格

を

重

ん

じ

る

故

か

。

直

接

訓

点

が

墨

筆

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

⑴

宗

祖

編

纂

以

前

の

旧

『

指

南

抄

』

に

既

に

訓

点

が

存

在

し

た

。

⑵

編

纂

初

期

は

墨

筆

で

後

に

訓

点

を

朱

に

変

更

し

た

。

し

か

し

そ

の

場

合

宗

祖

な

ら

ば

上

に

朱

を

重

ね

る

で

あ

ろ

う

。

⑶

原

法

語

を

手

に

し

た

時

点

で

の

宗

祖

の

覚

書

。

等

が

推

定

さ

れ

る

。

論

者

と

し

て

は

恐

ら

く

原

法

語

に

す

で

に

送

り

仮

名

が

あ

っ

た

⑴

か

⑶

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。

で

な

く

ば

『

指

南

抄

』

編

纂

時

の

方

法

論

に

よ

っ

て

原

漢

文

に

朱

筆

の

訓

と

返

点

が

付

さ

れ

る

は

ず

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

宗

祖

朱

筆

の

訓

点

以

前

、

原

法

語

の

時

点

で

、

こ

の

箇

所

は

先

ん

じ

て

送

り

点

が

付

さ

れ

、

読

み

方

が

指

示

さ

れ

て

い

た

と

い

え

よ

う

。

こ

れ

は

原

文

が

漢

文

表

記

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

理

由

と

し

て

あ

ろ

う

が

、

時

期

は

不

明

な

が

ら

、

少

な

く

と

も

読

み

違

い

の

起

こ

ら

な

い

よ

う

に

と

注

意

さ

れ

た

箇

所

と

言

う

こ

と

が

で

き

、

そ

の

時

期

が

早

い

ほ

ど

、

宗

祖

が

独

自

の

訓

点

を

施

し

た

可

能

性

が

低

い

と

い

え

よ

う

。

以

上

が

至

(46)

誠

心

釈

の

検

討

で

あ

る

。

第

三

節

深

信

釈

の

検

討
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

自

己

を

虚

仮

と

知

る

の

は

、

如

来

の

真

実

心

で

あ

る

法

の

光

に

遇

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

深

信

釈

で

は

そ

の

法

の

言

葉

が

、

虚

仮

な

る

自

己

を

救

う

真

実

の

法

と

な

っ

て

聞

こ

え

て

く

る

。

そ

の

第

十

五

条

深

信

釈

の

注

目

す

べ

き

点

と

し

て

、

就

人

立

信

釈

の

中

に

善

導

に

な

い

「

聖

浄

二

門

判

」

が

挿

入

さ

れ

る

。

こ

れ

は

『

選

択

集

』

に

も

見

ら

れ

な

い

構

成

で

あ

る

が

、

も

と

は

定

散

二

善

で

展

開

さ

れ

る

内

容

を

聖

浄

二

門

で

展

開

し

、

「

閣

聖

道

門

帰

浄

土

門

」

と

す

る

。

こ

の

よ

う

に

三

心

釈

の

中

に

聖

浄

二

門

判

を

入

れ

、

正

雑

・

正

助

の

判

別

の

前

提

と

し

て

、

三

選

の

文

と

同

様

の

論

述

が

な

さ

れ

る

こ

と

は

、

永

井

氏

の

推

察

す

る

『

選

択

集

』

展

開

以

前

の

古

態

を

思

わ

し

め

る

と

と

も

に

、

法

然

の

行

信

の

全

体

が

こ

こ

に

示

さ

れ

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

第

十

五

条

が

「

十

八

条

法

語

」

全

体

の

法

義

的

な

中

心

で

あ

る

こ

と

が

看

取

さ

れ

る

。

し

か

も

意

図

的

に

聖

浄

二

門

判

を

挿

入

す

る

の

は

、

聖

浄

二

門

判

が

法

然

教

学

の

極

め

て

重

要

な

主

張

で

あ

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

最

後

の

第

十

八

条

に

聖

道

浄

土

の

各

別

を

述

べ

て

本

法

語

全

体

を

結

ぶ

こ

と

か

ら

も

、

本

法

語

上

に

お

け

る

構

成

上

の

比

重

が

知

ら

れ

る

。

但

し

あ

え

て

浄

土

宗

と

は

言

わ

ず

、

最

後

の

第

十

八

条

目

に

至

っ

て

唯

一

浄

土

宗

と

出

す

と

．

こ

ろ

に

、

言

葉

を

抑

え

た

気

配

が

あ

り

、

第

十

五

条

が

語

ら

れ

た

時

期

、

あ

る

い

は

全

体

の

法

語

が

纏

め

ら

れ

た

時

代

の

匂

い

が

漂

う

。

(47)

他

の

条

に

比

べ

て

異

常

に

分

量

が

多

く

、

ま

た

格

式

の

あ

る

漢

文

体

で

書

か

れ

た

第

十

五

条

を

、

全

体

を

通

し

て

法

義

的

に

主

張

さ

れ

る

教

学

の

帰

結

点

と

位

置

づ

け

、

こ

の

聖

浄

二

門

判

の

顕

彰

を

本

法

語

の

特

徴

的

な

点

と

数

え

る

と

き

、

全

体

を

論

じ

る

遑

は

な

い

が

「

十

八

条

法

語

」

は

「

聖

道

・

浄

土

の

宗

義

各

別

」

（

第

十

八

条

）

を

顕

し

て

「

称

名

念

仏

を

も

て

専

修

念

仏

の

勧

進

」

（

第

十

七

条

）

を

示

す

こ

と

を

結

論

す

る

法

語

と

い

う

視

点

を

提

示

で

き

よ

う

。

法

語

の

構

成

者

は

「

聖

浄

二

門

判

」

と

「

称

名

念

仏

専

修

」

の

二

を

法

然

教

学

の

特

徴

と

し

て

主

張

し

て

い

る

と

推

察

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

で

『

指

南

抄

』

の

中

末

に

は

「

私

日

記

」

が

集

録

さ

れ

る

。

最

古

期

に

位

置

す

る

法

然

伝

で

あ

る

が

、

伝

記

的

性

格

、

あ

る

い

は

法

然

を

勢

至

の

化

身

と

見

る

信

仰

的

性

格

を

一

旦

置

い

て

法

義

面

の

記

述

の

み

に

注

目

し

た

と

き

、

そ

の

法

然

一

代

の

法

の

特

徴
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

を

「

聖

浄

二

門

判

」

と

「

称

名

一

行

」

の

た

っ

た

二

点

に

絞

っ

て

論

じ

て

い

る

。

こ

の

視

点

に

つ

い

て

は

先

行

研

究

が

な

く

詳

細

に

論

述

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

改

め

て

別

稿

に

て

発

表

の

予

定

で

あ

る

が

、

意

識

し

て

見

れ

ば

了

解

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

故

、

い

ま

は

そ

の

結

果

を

先

取

り

し

て

、

こ

こ

に

「

十

八

条

法

語

」

と

の

類

似

性

を

指

摘

し

て

お

き

た

い

。

「

私

日

記

」

に

唯

一

名

前

の

出

る

門

弟

が

信

空

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

「

私

日

記

」

作

者

は

信

空

系

の

門

下

で

あ

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

「

十

八

条

法

語

」

各

条

に

お

い

て

長

尾

氏

は

そ

の

信

空

の

弟

子

で

あ

る

信

瑞

と

の

深

い

関

連

を

述

べ

て

い

る

。

長

尾

論

文

で

(48)

は

第

十

五

条

と

信

瑞

と

の

関

連

が

確

認

さ

れ

な

か

っ

た

が

、

第

十

五

条

と

「

私

日

記

」

の

法

義

の

著

述

傾

向

の

類

似

性

か

ら

見

て

、

こ

の

第

十

五

条

も

ま

た

信

空

系

に

関

わ

り

の

あ

る

文

献

と

位

置

づ

け

ら

れ

る

こ

と

を

述

べ

て

お

き

た

い

。

法

語

全

体

の

傾

向

も

、

信

空

の

無

観

称

名

に

親

し

い

と

思

わ

れ

る

。

第

十

五

条

が

『

選

択

集

』

に

先

行

す

る

と

す

る

永

井

氏

の

推

察

も

、

か

り

に

第

十

五

条

の

原

資

料

の

所

有

者

が

法

然

と

叡

山

時

代

よ

り

共

に

あ

っ

た

信

空

で

あ

れ

ば

、

故

あ

る

こ

と

と

頷

け

る

の

で

あ

る

。

と

な

れ

ば

、

先

の

至

誠

心

(49)

釈

の

訓

点

も

、

法

然

を

通

し

て

、

隆

寛

や

信

空

、

そ

し

て

宗

祖

に

伝

承

さ

れ

た

訓

み

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

結

「

十

八

条

法

語

」

第

十

五

条

の

至

誠

心

釈

に

は

、

従

来

宗

祖

訓

み

と

さ

れ

る

訓

が

見

え

る

が

、

そ

れ

は

隆

寛

に

も

相

承

さ

れ

た

訓

で

あ

っ

た

。

原

法

語

の

著

者

が

宗

祖

で

は

な

い

こ

と

を

確

認

し

、

ま

た

訓

点

表

記

も

『

指

南

抄

』

全

体

の

傾

向

か

ら

勝

手

な

訓

の

付

さ

れ

る

可

能

性

の

薄

い

こ

と

を

指

摘

し

て

、

法

然

よ

り

伝

承

の

訓

で

あ

る

可

能

性

を

強

め

た

。

深

信

釈

で

は

そ

の

構

成

の

傾

向

か

ら

第

十

五
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

条

が

信

空

系

の

門

弟

に

よ

る

法

語

で

あ

る

こ

と

を

論

じ

た

。

そ

こ

か

ら

至

誠

心

の

訓

点

も

、

法

然

か

ら

信

空

等

に

伝

承

さ

れ

た

原

本

記

載

の

訓

点

と

考

え

ら

れ

る

。

最

後

に

従

来

殆

ど

顧

み

ら

れ

て

い

な

い

『

指

南

抄

』

に

見

え

る

信

空

と

の

関

連

に

注

目

す

べ

き

事

を

述

べ

て

、

本

稿

の

結

論

と

し

た

い

。

な

お

、

信

空

と

『

指

南

抄

』

の

関

連

に

つ

い

て

は

稿

を

改

め

る

予

定

で

あ

る

。

（

註

）

武

田

一

真

著

『

西

方

指

南

抄

講

讃

䢣

親

鸞

が

仰

い

だ

法

然

の

こ

と

ば

䢣

』

永

田

文

昌

堂

、

二

〇

二

三

年

。

(1)

『

聖

典

全

書

』

六

、

四

五

〇

頁

。

現

存

最

古

の

元

亨

版

は

元

亨

元

年

（

一

三

二

一

）

成

立

。

(2)

永

井

隆

正

氏

「

『

西

方

指

南

抄

』

所

収

『

法

語

十

八

条

』

に

つ

い

て

」

『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

四

二

䢣

二

、

一

九

九

四

年

。

(3)

長

尾

隆

寛

氏

「

法

然

上

人

『

十

七

条

御

法

語

』

の

研

究

䢣

伝

承

と

展

開

の

背

景

䢣

」

大

正

大

学

学

位

請

求

論

文

、

二

〇

一

四

年

。

(4)

同

右

、

二

四

一

頁

。

(5)

永

井

隆

正

氏

「

五

番

相

対

の

成

立

過

程

」

『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

四

一

二

、

一

九

九

三

年

。

(6)
『

聖

典

全

書

』

三

、

九

三

四

頁

。

(7)

同

右

、

一

、

七

六

一

頁

。

(8)

同

右

、

三

、

九

三

四

頁

。

(9)

同

右

、

六

、

四

五

〇

～

四

五

一

頁

。

(10)

『

聖

典

全

書

』

二

、

七

一

頁

。

な

お

専

修

寺

本

〈

正

嘉

二

年

（

一

二

五

八

）

真

仏

書

写

本

〉

『

三

部

経

大

意

』

に

も

、

「

外

に

賢

善

精

進

の

相

を

(11)

現

ず

る

こ

と

を

え

ざ

れ

、

う

ち

に

虚

仮

を

い

だ

け

れ

ば

な

り

」

（

『

聖

典

全

書

』

三

、

一

〇

八

八

頁

）

と

あ

る

。

た

だ

し

異

本

の

金

沢

文

庫

本

〈

神
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

奈

川

県

称

名

寺

蔵

、

建

長

六

年

（

一

二

五

四

）

良

聖

書

写

本

〉

に

は

通

常

の

訓

読

が

な

さ

れ

る

。

ま

た

、

醍

醐

本

『

法

然

上

人

伝

記

』

「

三

心

料

簡

事

」

の

当

該

箇

所

も

、

同

様

の

読

み

方

が

な

さ

れ

る

べ

き

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

（

梯

實

圓

著

『

法

然

教

学

の

研

究

』

二

八

四

頁

、

永

田

文

昌

堂

、

一

九

八

六

年

）

。

『

聖

典

全

書

』

一

、

一

二

九

八

頁

。

(12)

同

右

、

六

、

四

二

五

頁

。

(13)

梯

實

圓

氏

前

掲

書

、

二

六

六

頁

。

(14)

第

十

五

条

前

半

『

聖

典

全

書

』

三

、

九

三

三

頁

。

な

お

、

引

用

括

弧

が

『

聖

典

全

書

』

と

異

な

る

が

、

実

際

『

大

論

』

引

用

部

分

は

本

論

の

通

(15)

り

で

あ

る

の

で

、

論

者

の

理

解

と

し

て

変

更

を

施

し

た

。

角

野

玄

樹

氏

「

『

和

語

燈

録

』

所

収

『

三

心

義

』

に

つ

い

て

」

『

印

度

学

仏

教

学

研

究

』

五

三

䢣

一

、

二

〇

〇

四

年

。

(16)

た

だ

し

前

半

部

と

後

半

部

が

別

法

語

で

あ

る

と

い

う

意

見

に

つ

い

て

は

論

者

も

同

意

す

る

。

真

筆

本

で

は

第

十

五

条

『

観

経

』

引

文

で

改

行

さ

(17)

れ

、

改

行

の

上

部

に

朱

点

が

見

ら

れ

る

。

こ

れ

は

通

常

文

の

変

わ

り

目

に

付

さ

れ

る

朱

点

ゆ

え

、

「

又

云

」

の

言

は

な

い

が

前

半

部

と

後

半

部

と

は

別

法

語

と

確

認

で

き

る

。

『

聖

典

全

書

』

六

、

四

二

六

頁

。

(18)

同

右

、

六

、

六

六

二

～

六

六

三

頁

。

(19)

同

右

、

四

、

八

頁

。

(20)

『

経

釈

文

聞

書

』

と

後

世

者

の

問

題

意

識

に

つ

い

て

、

佐

々

木

覚

爾

氏

の

論

考

が

『

行

信

学

報

』

通

巻

三

十

七

、

二

〇

二

四

年

、

に

掲

載

予

定

(21)

で

あ

る

。

『

聖

典

全

書

』

六

、

四

二

二

頁

。

(22)
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

『

聖

典

全

書

』

二

、

七

一

頁

。

(23)

同

右

、

六

、

六

六

二

頁

。

(24)

同

右

、

六

、

二

三

九

頁

。

そ

の

他

『

和

語

灯

録

』

「

要

義

問

答

」

（

同

右

、

六

、

五

〇

九

頁

）

、

『

西

方

指

南

鈔

』

「

要

義

十

三

問

答

」

（

同

右

、

三

、

(25)一

〇

五

一

頁

）

に

も

同

様

の

語

が

あ

る

。

訓

点

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

藤

澤

信

照

氏

「

『

散

善

義

』

至

誠

心

釈

の

『

必

須

真

実

心

中

』

に

施

さ

れ

た

親

鸞

の

訓

点

の

意

義

に

つ

い

て

䢣

法

然

(26)

か

ら

隆

寛

お

よ

び

親

鸞

へ

の

継

承

と

展

開

䢣

」

（

『

行

信

学

報

』

通

巻

三

十

五

、

二

〇

二

二

年

）

、

に

詳

し

い

。

論

者

も

氏

と

同

じ

論

調

で

あ

る

が

「

十

八

条

法

語

」

と

の

関

連

を

示

す

た

め

略

さ

ず

述

べ

る

も

の

と

す

る

。

『

日

大

藏

』

九

〇

、

一

七

二

頁

上

。

(27)

同

右

、

一

七

二

頁

下

。

(28)

同

右

、

一

八

八

頁

。

(29)

同

右

、

一

七

四

頁

上

。

(30)

同

右

、

一

七

八

頁

下

。

(31)

『

聖

典

全

書

』

三

、

一

〇

八

七

頁

。

な

お

、

金

沢

文

庫

本

は

良

忠

門

下

の

良

聖

の

書

写

で

あ

る

が

、

良

忠

自

身

は

三

門

分

別

・

総

別

の

義

に

否

(32)

定

的

で

あ

る

。

『

和

語

灯

録

』

「

三

部

経

釈

」

に

当

該

部

分

が

欠

け

て

い

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

現

在

の

浄

土

宗

内

に

て

も

『

三

部

経

大

意

』

の

両

本

、

な

ら

び

に

「

三

心

料

簡

事

」

の

法

然

真

撰

の

疑

義

が

出

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

山

上

正

尊

氏

は

諸

種

の

資

料

に

よ

っ

て

分

別

が

法

然

教

化

の

意

懐

で

あ

る

こ

と

を

顕

し

、

文

言

の

欠

如

は

伝

者

の

感

情

に

ま

か

せ

て

嫌

厭

箇

所

を

削

除

し

た

と

の

推

察

を

し

て

い

る

。

山

上

正

尊

氏

「

三

部

経

大

意

の

検

討

」

（

『

真

宗

学

報

』

十

七

、

一

九

三

五

年

）

参

照

。

法

然

の

至

誠

心

領

解

に

幅

の

あ

る

こ

と

に

つ

い

て

私

見

を

述

べ

る

と

、

思

想

の

変

遷

や

後

人

の

増

補

と

見

る

よ

り

も

、

法

然

の

法

語

は

対

機

説

法

の

ご

と

く

、

質

問

者

の

生

き

方

や

修

行

態

度

に

寄

せ

て

最

も

効

果

的

な
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

言

葉

で

説

い

て

い

か

れ

た

こ

と

が

窺

え

る

。

至

誠

心

釈

の

領

解

は

、

法

然

が

各

人

各

人

の

生

き

方

に

応

え

た

ゆ

え

の

表

現

の

幅

で

あ

ろ

う

と

考

え

る

。

と

こ

ろ

で

「

十

八

条

法

語

」

に

は

金

沢

文

庫

本

『

浄

土

三

部

経

大

意

』

に

あ

る

「

凡

所

施

趣

き

求

る

が

為

に

亦

真

実

な

り

」

の

訓

点

や

醍

醐

本

『

法

然

上

人

伝

記

』

「

三

心

料

簡

事

」

の

如

来

回

向

の

釈

義

で

訓

む

重

要

箇

所

で

あ

る

「

所

施

為

趣

求

」

の

箇

所

が

存

在

し

な

い

。

宗

祖

が

如

来

回

向

を

明

か

す

の

に

必

ず

顕

す

で

あ

ろ

う

こ

の

文

の

な

い

こ

と

は

、

本

法

語

が

宗

祖

製

作

で

な

い

こ

と

、

恣

意

的

増

補

の

な

い

こ

と

を

証

す

も

の

と

い

え

る

。

梯

實

圓

著

『

法

然

教

学

の

研

究

』

二

六

〇

～

二

六

一

頁

。

な

お

浄

土

宗

の

石

井

教

道

氏

も

至

誠

心

の

相

承

が

分

か

れ

る

こ

と

を

梯

氏

に

先

行

し

(33)

て

述

べ

て

い

る

（

『

選

択

集

全

講

』

三

四

一

頁

、

平

楽

寺

書

店

、

一

九

九

五

年

）

。

長

尾

隆

寛

氏

前

掲

論

文

、

一

三

五

頁

。

(34)

『

聖

典

全

書

』

三

、

九

三

四

頁

。

(35)

た

だ

し

「

唱

」

に

つ

い

て

は

国

宝

本

『

浄

土

高

僧

和

讃

』

の

末

尾

に

「

見

写

人

者

必

可

唱

南

無

阿

弥

陀

仏

」

と

あ

る

こ

と

が

確

認

で

き

る

。

し

．

(36)

か

し

こ

れ

は

他

の

写

本

に

は

見

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

宗

祖

の

本

文

で

は

な

い

と

予

想

さ

れ

る

。

私

に

推

す

る

に

宗

祖

が

真

仏

に

伝

授

す

る

際

に

、

口

頭

で

語

っ

た

も

の

を

、

真

仏

が

こ

こ

に

書

き

留

め

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

つ

ま

り

こ

の

「

唱

」

は

真

仏

の

筆

法

で

あ

り

宗

祖

で

は

な

い

と

考

え

る

。

『

聖

典

全

書

』

一

、

九

一

二

頁

。

(37)

同

右

、

三

、

九

三

四

頁

。

(38)

同

右

、

一

、

七

六

一

頁

。

(39)

同

右

、

六

、

四

五

〇

頁

。

(40)

正

元

元

年

（

一

二

五

九

）

に

宗

祖

が

書

写

し

た

と

奥

書

さ

れ

る

『

選

択

集

延

書

』

（

『

聖

典

全

書

』

三

、

八

〇

〇

頁

、

当

該

箇

所

は

顕

智

書

写

。

）

(41)
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

に

は

「

か

な

ら

ず

真

実

心

の

中

に

な

し

た

ま

へ

る

を

も

ち

ゐ

る

こ

と

を

あ

か

さ

む

と

お

も

ふ

。

ほ

か

に

は

賢

善

精

進

の

相

を

現

ず

る

こ

と

を

え

ざ

れ

、

う

ち

に

虚

仮

を

い

だ

け

れ

ば

な

り

」

と

し

て

い

る

が

、

宗

祖

門

下

の

書

写

で

あ

る

現

況

で

は

宗

祖

の

訓

点

と

言

わ

れ

る

難

を

遮

せ

な

い

。

『

影

印

高

田

古

典

』

六

、

解

説

一

〇

一

二

頁

参

照

、

真

宗

高

田

派

宗

務

院

、

二

〇

〇

八

年

。

後

筆

で

あ

る

こ

と

は

上

本

五

三

丁

、

同

五

九

丁

、

(42)

上

末

五

五

丁

等

に

朱

が

生

乾

き

の

う

ち

に

次

頁

へ

移

っ

た

跡

等

か

ら

も

窺

え

る

。

な

お

、

本

項

に

お

け

る

朱

筆

の

確

認

は

影

印

版

の

『

西

方

指

南

抄

』

（

同

朋

舎

メ

デ

ィ

ア

プ

ラ

ン

、

二

〇

一

二

年

）

を

参

照

し

た

。

『

聖

典

全

書

』

三

、

一

〇

一

六

頁

。

(43)

同

右

、

三

、

九

〇

二

頁

。

(44)

武

田

一

真

氏

前

掲

書

、

四

八

～

五

〇

頁

。

(45)

三

心

釈

冒

頭

に

は

「

若

少

一

心

」

を

「

一

心

も

」

で

は

な

く

「

一

心

少

け

ぬ

れ

ば

」

と

釈

し

て

い

る

（

『

聖

典

全

書

』

六

、

九

三

四

頁

）

。

こ

れ

(46)

も

宗

祖

独

自

の

訓

点

と

同

じ

で

あ

る

。

『

和

語

灯

録

』

「

三

心

義

」

に

は

訓

点

な

し

の

漢

文

表

記

で

あ

り

訓

み

が

不

明

で

あ

る

。

他

の

法

語

に

こ

の

よ

う

な

訓

は

な

く

、

同

様

の

釈

を

付

す

『

唯

信

鈔

』

（

『

聖

典

全

書

』

二

、

一

〇

九

一

頁

）

も

、

宗

祖

書

写

本

し

か

現

存

し

な

い

た

め

、

現

状

比

較

検

討

で

き

な

い

。

旧

『

指

南

抄

』

に

つ

い

て

は

、

宗

祖

が

覚

信

や

正

証

（

未

詳

）

に

与

え

た

で

あ

ろ

う

一

冊

本

の

存

在

が

推

定

さ

れ

て

お

り

（

新

光

晴

氏

「

『

西

方

指

南

抄

』

解

体

修

理

か

ら

の

新

事

実

」

、

『

西

方

指

南

抄

』

ダ

イ

ジ

ェ

ス

ト

版

別

冊

、

同

朋

舎

メ

デ

ィ

ア

プ

ラ

ン

、

二

〇

一

三

年

）

、

旧

本

が

宗

祖

の

撰

述

か

書

写

か

現

時

点

で

は

述

べ

き

れ

な

い

所

に

本

論

の

脆

弱

性

は

認

め

ら

れ

る

。

た

だ

も

し

旧

本

が

宗

祖

編

纂

で

あ

っ

た

と

し

て

も

「

西

方

指

南

抄

曰

」

と

引

用

抄

出

を

表

し

た

形

跡

の

あ

る

こ

と

か

ら

、

一

冊

本

に

さ

ら

に

先

行

す

る

宗

祖

製

作

で

は

な

い

、

仮

に

原

『

指

南

抄

』

と

．

す

る

一

本

の

あ

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

、

本

論

は

そ

こ

に

ま

で

根

拠

を

求

め

た

い

と

考

え

て

い

る

。

原

法

語

に

つ

い

て

の

論

考

は

別

稿

に

譲

る

。

論

者

は

第

十

五

条

成

立

が

浄

土

宗

独

立

の

標

榜

以

前

の

可

能

性

が

あ

る

と

考

え

る

。

そ

し

て

「

十

八

条

法

語

」

成

立

は

「

故

上

人

」

と

あ

る

よ

(47)
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『

西

方

指

南

抄

』

「

十

八

条

法

語

」

の

三

心

釈

り

法

然

没

後

で

あ

る

が

、

浄

土

宗

の

宣

言

が

京

に

て

憚

ら

れ

た

嘉

禄

の

法

難

前

後

で

な

い

か

と

考

え

る

。

「

選

択

」

の

語

が

な

い

こ

と

に

も

留

意

さ

れ

た

い

。

長

尾

隆

寛

氏

前

掲

論

文

。

(48)

た

だ

し

信

空

の

教

義

は

余

人

の

伝

聞

や

評

に

拠

る

の

み

で

、

確

認

さ

れ

る

著

作

は

な

い

。

(49)


